　業務委託契約書（雛形）
業務委託(委任)契約書青字箇所は、顧客毎に変更となる主な箇所
収入印紙
貼付不要


〇〇〇〇（以下「甲」という）と一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会の〇〇支部（以下「乙」という）とは、甲が、自らの事業所における労働安全衛生管理にかかる支援業務等を乙に委託することに関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という）する。


第1条（本契約の目的）
本契約は、甲が第２条に定める業務を乙に委任し、乙がこれを受任するにあたり、その諸条件について甲乙間にて取り決めることを目的とする。

第2条（委託業務の内容）
(1) 甲が乙に対して委任する業務（以下「本業務」という）の内容は以下の各号のとおりとする。
1 甲の事業所の労働安全衛生巡視および労働安全衛生診断
2 その他前各号に付帯する事項
(2) 実施日については甲・乙別途協議の上決定する。

第3条（対価）
(1) 本業務の対価は、１回の労働安全衛生職場巡視に対して〇〇〇〇円とする。
(2) 本業務の実施のために乙が要した交通費及びその他特別の費用で甲が認めたものは、前項とは別に甲の負担とする。
(3) 前項のその他特別の費用として、本業務のために乙の会員が前泊することとなった場合は、1回一人あたり○○○○円を甲に請求することができる。
(4) その他の労働安全衛生に係る業務は、業務発生時点で別途見積もった金額とする。
(5) 本契約書における表示対価は、消費税込み価格とする。

第4条（支払）
業務委託の対価金額並びに交通費、その他特別の費用で甲が認めたものの実費にかかる費用を、甲は、当該月翌月末日までに、乙の指定する以下の金融機関口座へ当該金額を支払う。振込手数料は甲の負担とする。
○○銀行　○○支店　普通 　口座番号：○○○○
口座名：一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会　○○支部

第5条（本業務実施にあたっての注意事項）
(1) 乙は、本業務の実施にあたっては、乙の会員をもって遂行する。
(2) 乙は、本業務を善良な管理者の注意義務をもって実施する。
(3) 乙は、本業務実施にあたり、事前に甲の許可を得た上で甲指定事業所の設備及び機械を無償で使用できる。甲は、乙が当該設備及び機械を破損し又は故障させたときは、乙に対して、甲が現実に被った通常かつ現実の損害に限り、本業務の対価の範囲で損害の賠償を請求することができる。
(4) 乙は、本業務に従事する自らの会員に対し、甲指定事業所においては、甲の社内規範に則り行動するよう指導する。

第6条（業務内容の改善等）
(1) 甲は、本業務の内容が本契約に照らし合わせて不備・不一致がある場合は、書面にて乙に対して改善等を求めることができる。乙は、当該書面受領後遅滞なく改善策を講じ、その結果を書面にて甲に報告する。
(2) 甲は、前項に定める改善策にもかかわらず、本契約締結の目的を達することができないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

第7条（秘密保持義務）
(1)甲は、乙の要請に基づき、乙が本業務を実施するにあたり必要であると甲が判断した情報を文書、口頭、物品その他の方法により乙に提供する。
(2)乙は、前項に基づき甲より提供された情報のほか、本業務遂行によって知り得た甲及び甲の顧客の技術上及び業務上の情報を機密として保持し、以下のいずれかに該当する場合を除き、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に漏洩、開示又は本業務実施以外の目的に使用してはならない。
(ア)甲から開示された時点で、すでに公知となっているもの。
(イ)甲から開示された後に乙の責によらずに公知となっているもの。
(ウ)甲から開示された時点で、すでに乙自らが保有していたもの。
(エ)正当な権限を有する第三者から開示に関する制限無く開示されたもの。
(オ)法令・諸規則上の定めに基づき、乙が官公庁から開示を求められたもの。
(3)乙が、乙の提出する報告書等の開示にあたっては、甲の承諾を必要とする。
なお、乙の会員が作成、使用した文言、文章の一部を、乙の会員が他で使用する場合は、上記制約は受けない。
(4)甲から提供を受けた情報が本業務実施上不要となったときは、乙は、遅滞なくこれを甲に返還又は甲の指示に従った措置を講ずる。
(5)本条の秘密保持義務は、本契約終了後、５年間存続する。

第8条（表明及び保証）
1. 甲及び乙は、本契約締結時において次の各号に定める事項が真実に相違ないことについて表明及び保証する。甲及び乙は、次の各号に定める事項が事実に相違する場合、相手方が現実に被った通常かつ現実の損害に限り、本業務の対価の範囲で損失及び費用を補償しなければならない。
1. 自己の特別利害関係者（企業内容等の開示に関する内閣府令第１条第31号イに規定する特別利害関係者をいう。以下、本条において同じ。）、取引先及び従業員が総会屋、暴力団及びそれら構成員又はこれらに準ずる者（以下、これらを総称し「反社会的勢力」という）でなく、なおかつ名目の如何を問わず意図して反社会的勢力に関与していないこと。
1. 自己の子会社が、直接・間接を問わず、反社会的勢力に関与していないこと。
1. 本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、若しくは及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておらず、又は開始されるおそれがないこと。
1. 甲及び乙は、本契約期間中に特別利害関係者、取引先等及び従業員と反社会的勢力との関係について前項第１号又は第２号に違反するおそれがある場合には、直ちにその旨及びその内容を相手方に報告するとともに、速やかに当該情報にかかる事実関係を調査確認し、その結果を相手方に報告する。
1. 甲及び乙は、相手方が第１項に定める表明及び保証のいずれかが真実に反すると合理的に判断したときは、当該相手方に通知のうえ本契約の全部又は一部を解除することができる。

第9条（再委託の禁止）
乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本業務を乙の会員以外の第三者に再委託してはならない。

第10条（権利義務の譲渡禁止）
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約により生ずる一切の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。


第11条（契約の解除、中途解約）
甲又は乙は、本契約又は個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告されても違反事実を是正しないときは、何らの催告その他の手続きを要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除できる。

第12条（契約期間）
(1) 本契約の有効期間は、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までとする。
(2) 契約期間満了の1ヶ月前までに甲・乙いずれかからも申し出がなければ、同一条件をもって１年間更新し、以後も同様とする。

第13条（協議解決）
本契約に定めのない事項又は疑義のある事項が生じたときは、甲乙協議し解決する。

第14条（管轄裁判所）
本契約に関連する甲乙間の紛争のうち、前条の協議によっても解決できない事項については、○○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。

平成　　年　　月　　日　

甲： 

	
	
乙：	一般社団法人　日本労働安全衛生コンサルタント会　
○○支部
	　　　　支　部　長　　　　　○　　○　　○　　○

3

